
京都大学大学院公共政策教育部規程

第１ 専攻及び課程

第１条 本教育部の専攻は、次に掲げるとおりとする。

公共政策専攻

第２条 公共政策専攻の課程は、専門職学位課程とする。

第２ 入学

第３条 入学手続及び入学者選抜方法は、教育部教授会（以下「教授会」という ）で定める。。

２ 京都大学通則（以下、本項において「通則」という ）第５３条の１５において準用する通。

則第３６条の２第１項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。

第４条 入学者の決定は、教授会で行う。

第３ 授業科目及び学修方法

第５条 授業科目及び学修方法は、別に定める。

第６条 他の研究科の授業科目を履修しようとする者は、学年の初めに、教育部長の許可を願い

出なければならない。ただし、特別の事情があるときは、別の時期に願い出ることを認めるこ

とがある。

第７条 前条の規定により履修した科目及び単位数は、教授会の議を経て、課程の修了に必要な

科目又は単位数として認定することができる。

第８条 課程の修了に必要な単位の修得に関する事項は、別に定める。

第４ 試験

第９条 授業科目の試験は、授業の終了した学期末に行う。ただし、特別の事情があるときは、

教授会の議を経て、特定の授業科目についてその時期を変更することがある。

第１０条 試験は、履修した授業科目につき、受験の申出をした者に対して行う。ただし、京都

大学学生健康診断規程に定める健康診断を受けなかった者は、試験を受けることができない。

２ 試験の成績は、１００点を満点とし、６０点以上を合格とする。

第１１条 試験は、その学年で授業を担当した教員が行う。ただし、やむを得ない事情があると

きは、教授会の議を経て、変更することがある。

第５ 課程修了の認定

第１２条 課程の修了の認定は、教授会で行う。

第６ 外国学生、科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生

、 、 、第１３条 外国学生 科目等履修生又は聴講生として入学を希望する者には 教授会の議を経て

許可することがある。

２ 科目等履修生の履修期間及び聴講生の聴講期間は、教授会で定める。

３ 前２項のほか、科目等履修生及び聴講生の取扱いその他については、別に定める。

、 、 。第１４条 特別聴講学生として入学を希望する者には 教授会の議を経て 許可することがある

２ 前項のほか、特別聴講学生の取扱いについては、前条第２項及び第３項の規定を準用する。

附 則

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。


